
各手続窓口のご案内

2022年4月28日

東生駒南自治会

総務部

平素は自治会活動にご協力をいただきありがとうございます。

総会資料にも掲載しております各手続窓口について、詳細を案内いたします。

いずれかに該当する場合は、速やかにご連絡ください。ご協力よろしくお願いいたします。

内容 �窓　口 �備考 

転入 �転入担当 �自治会入会の意思をご確認の上、評議員様からご連絡ください。 
（総務部） �財務部へは総務部から連絡いたします。 

転出 �転出担当 （総務部） �転出には退会と空家会員（会費半額）への変更があります。 3月9月は早めにご連絡ください（会費引落停止等のため）。 

財務部へは総務部から連絡いたします。 

計報 �訃報担当 （総務部） �ご遺族から、またはご遺族からの知らせによりご連絡ください。 担当と連絡が取れない場合、他の総務部員へご連絡ください。 

（至急回覧は、不在宅にメモ書き等でご対応ください。） 

※転出・訃報連絡をされた場合、以下の連絡は不要です。総務部より案内いたします。 

会員名変更 �転入担当 �口座変更も総務部を窓口としています。 

口座変更 �（総務部） �財務部へは総務部から連絡いたします。 

その他会費 �会費担当 �口座変更以外の会費に関することは、財務部が担当です。 
（財務部） �（支払い方法の変更、振込・現金での支払いなど） 

今年度の転入・転出担当は田中、計報担当は榊原、会費担当は辻村（総会資料頭2参照）


